
 
 

 

 

経済産業省では、平成２２年１２月３１日現在で「工業統計調査」を県、

市区町村を通じて実施します。 

工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象として、その活動実態を明ら

かにすることを目的としています。  

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として利用さ

れるとともに、企業、大学などでの研究資料、小・中・高等学校の教材など、

広く利用されているところです。 

今年も１２月中旬から１月にかけて調査員が「調査員証」を携行してお伺

いしますので、ご回答をよろしくお願いいたします。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


